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東日本大震災からの農業復興を支える制度
─震災後７年の取組み─

〔要　　　旨〕

東日本大震災から 7年が経過し，復興基本方針で定めた復興期間は残すところ 3年となる。
農林水産省がいち早く創設した東日本大震災農業生産対策交付金，被災農家経営再開支援

事業は，被災農業者に一定の安心感を与え，その後，復興特区法の成立に伴う交付金事業の
本格稼働により整備事業等は大きく前進した。
また，福島県避難区域等における復興については特別の対応が求められることから，農地

除染や放射性廃棄物処理という困難な事業の円滑な実施を前提に，避難区域等を対象とした
農業復興施策が別途設けられた。
本稿は，農業復興のためのこのような施策がどのように実施されているかを整理したもの

である。

常任顧問　岡山信夫
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金の設立」を検討すべきとされた。復興の

手段として特区方式の採用が方向づけられ

たのである。

（2）　東日本大震災復興基本法

また，11年６月24日に制定・施行された

東日本大震災復興基本法（以下「基本法」と

いう）においても，基本的施策として「被

災地域の地方公共団体の申出により，区域

を限って，規制の特例措置その他の特別措

置を適用する制度（以下「復興特別区域制

度」という。）を活用し，地域における創意

工夫を生かして行われる東日本大震災から

の復興に向けた取組の推進を図る」（第10

条）とされ，特区手法が盛り込まれた。

はじめに

東日本大震災から７年が経過し，復興基

本方針で定めた復興期間は残すところ３年

となる。

この地を支える第一次産業の復興なくし

て地域の再生はありえず，政府も農業・農

村，漁業・漁村の復興再生に力を入れてき

た。津波被災地において大規模な復興整備

事業が進み，原子力被災地域においても放

射性廃棄物処理や除染など困難な作業に取

り組んだうえで，農業・漁業の復興のため

の事業が進められている。

本稿においては，農業復興のための施策

がどのように実施されているかを整理し，

残された課題等を考察することとしたい。

1　復興政策の経過と概要

はじめに復興政策の経過を振り返る。

（1）　復興構想会議の提言

政府は2011年４月14日，閣議決定に基づ

いて東日本大震災復興構想会議を設置し，

「復興構想７原則」（第１表）の公表を経て，

６月25日に「復興への提言～悲惨のなかの

希望～」を取りまとめた。同提言において

は，「区域・期間を限定した上で，これらの

措置を一元的（ワンストップ）かつ迅速に行

える『特区』手法」の活用および，「使い勝

手のよい自由度の高い交付金の仕組み」と

「必要な事業の柔軟な実施を可能とする基

原則1： 失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮
魂こそ，私たち生き残った者にとって復興の起
点である。この観点から，鎮魂の森やモニュメ
ントを含め，大震災の記録を永遠に残し，広く
学術関係者により科学的に分析し，その教訓
を次世代に伝承し，国内外に発信する。

原則2： 被災地の広域性・多様性を踏まえつつ，地域・
コミュニティ主体の復興を基本とする。国は，
復興の全体方針と制度設計によってそれを支
える。

原則3： 被災した東北の再生のため，潜在力を活かし，
技術革新を伴う復旧・復興を目指す。この地
に，来たるべき時代をリードする経済社会の可
能性を追求する。

原則4： 地域社会の強い絆を守りつつ，災害に強い安
全・安心のまち，自然エネルギー活用型地域
の建設を進める。

原則5： 被災地域の復興なくして日本経済の再生はな
い。日本経済の再生なくして被災地域の真の
復興はない。この認識に立ち，大震災からの復
興と日本再生の同時進行を目指す。

原則6： 原発事故の早期収束を求めつつ，原発被災地
への支援と復興にはより一層のきめ細やかな
配慮をつくす。

原則7： 今を生きる私たち全てがこの大災害を自らの
ことと受け止め，国民全体の連帯と分かち合
いによって復興を推進するものとする。

出典 　内閣官房「第4回東日本大震災復興構想会議　復興
構想7原則」（平成23年5月10日　東日本大震災復興構想会
議決定）

第1表　復興構想7原則（2011年5月10日）
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進と活力ある日本の再生に資することを目

的とする」（第１条）ものである。

復興特区法の枠組みは第１図のとおり，

①復興推進計画の作成による規制緩和，税

制等の特例，②復興整備計画の作成による

土地利用等の特例，③復興交付金事業計画

の作成による交付金の交付，の３本柱で構

成されており，同法に基づく交付金事業が

復興の中核をになうことになった。
（注 1） 磯崎（2012）は，「 5月下旬に特区制度のイ
メージが示され， 6月制定の基本法にも盛り込
まれていたことを考えると，法案の提出がここ
まで遅くなったことは問題があろう」とし，法
の成立が遅れたこと等について批判している。

（5）　福島復興再生特別措置法

一方で，東京電力福島第一原子力発電所

事故（以下「原発事故」という）による原子

力災害は地震・津波被害とは被害状況等が

大きく異なり，同様の枠組みだけで復興は

困難であること，長期的視点に立って国の

責任の下で総合的に必要な施策を進めるた

めの枠組みが既存法では不在であること等

から，中・長期的に原子力災害からの福島

の地域再生に必要な恒久的措置を体系的に

規定する立法措置が必要とされ，12年３月

30日に福島復興再生特別措置法が成立，国

は，同法に基づき福島復興再生基本方針を

閣議決定して，住民の安全のための除染等

による放射能汚染対策を始めとする各種対

策を計画的に講ずることとした。

（6）　福島再生加速化交付金

さらに，「原子力災害からの福島復興の加

速に向けて」（13年12月20日閣議決定）におい

（3）　復興基本方針

さらに復興対策本部は，11年７月29日，

基本法第３条に基づいて「東日本大震災か

らの復興の基本方針」（復興基本方針）を決

定した。同方針基本的考え方においては

「東日本大震災からの復興を担う行政主体

は，住民に最も身近で，地域の特性を理解

している市町村が基本となるものとする」

「国は，復興の基本方針を示しつつ，市町村

が能力を最大限発揮できるよう，現場の意

向を踏まえ，財政，人材，ノウハウ等の面

から必要な制度設計や支援を責任を持って

実施するものとする」等とし，復興におけ

る市町村中心主義が明示された。また，復

興期間は10年間とし，「被災地の一刻も早い

復旧・復興を目指す観点から，復興需要が

高まる当初の５年間を『集中復興期間』と

位置付ける」とした。さらに「国の総力を

挙げた取組み」として，「『復興特区制度』

の創設」と，「使い勝手のよい交付金等」の

創設が掲げられた。

（4）　復興特区法の制定

以上のような経過をたどり，東日本大震

災復興特別区域法（以下「復興特区法」とい

う）が，11年12月７日に成立した
（注1）
。復興特

区法は，「復興特別区域基本方針，復興推進

計画の認定及び特別の措置，復興整備計画

の実施に係る特別の措置，復興交付金事業

計画に係る復興交付金の交付等について定

めることにより，東日本大震災からの復興

に向けた取組の推進を図り…（中略）…東

日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推
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ューの中で，地元が自主的・主体的に実施

することを可能とした」（同文書），として

いる。

この交付金の概要は第２表のとおりであ

るが，長期避難者生活拠点形成（長期避難者

向け公営住宅の整備等），および福島定住等

緊急支援（子どもの運動機会確保等）は，既

に13年に創設されていた長期避難者生活拠

点形成交付金および福島定住等緊急支援交

付金を取り込んだものであり，新たに追加

する事業として帰還環境整備事業を設け，

営農・商工業再開等に向けた環境整備（農

地・農業用施設の整備，産業団地の整備等）等

が基幹事業として位置づけられた。

て，13年度補正予算および14年度予算から

「福島再生加速化交付金」を新設すること

とした。「地元自治体が直面する課題は各自

治体によって様々であり，各自治体からは

それぞれの実情に応じた施策を住民の方々

と話し合いながら柔軟に展開したい，この

ための支援策を充実して欲しいとの声」（同

文書）にこたえるものである。本交付金の

新設により，「放射線不安を払拭する生活環

境の向上，帰還に向けた安全・安心対策，

町内復興拠点の整備，農業・商工業再開の

環境整備等の新たな施策と，現行では個別

に実施していた長期避難者支援から早期帰

還までの対応策を一括した多様な事業メニ

第1図　東日本大震災復興特別区域法の枠組み

出典　復興庁「東日本大震災復興特別区域法資料（2017年4月）」

復興特別区域としての計画作成が
できる地方公共団体の区域

東日本大震災により一定の被害が生じた区域である
財特法の特定被災区域等（227市町村の区域）

内閣総理大臣の認定

国と地方の協議会

・地域からの新たな
特例の提案等につ
いて協議
・県ごとに設置（地域
別等の分科会設置
も可能）
・現地で開催
・復興庁が被災地の
立場に立って運営

・住宅，産業，まちづくり，医療・
福祉等の各分野にわたる規
制，手続の特例
・雇用の創出等を強力に支援
する税制上の特例措置
・利子補給

土地利用再編のための特例
・事業に必要な許可の特例
・手続のワンストップ処理
・新しいタイプの事業制度の
活用

復興地域づくりを支援する
新たな交付金（復興交付金）

・40のハード補助事業を一括化
・使途の緩やかな資金を確保
・地方負担を全て手当て
・執行の弾力化・手続の簡素化

計画の公表

・必要に応じ，公聴会，公告，縦覧
・復興整備協議会で協議・同意 内閣総理大臣に提出

個別の規制，手続の特例や税
制上の特例等を受けるための
計画

県，市町村が単独又は共同
して作成
民間事業者等の提案が可能

復興整備計画の作成復興推進計画の作成

土地利用の再編に係る特例許
可・手続の特例等を受けるた
めの計画

市町村が単独又は県と共同
して作成

復興交付金事業計画の作成

交付金事業（著しい被害を受け
た地域の復興のための事業）に
関する計画

市町村が単独又は県と共同
して作成

特例の追加・充実

復興特別区域基本方針
（閣議決定）

【主な内容】
・復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項
・復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施
すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針
・復興推進計画の認定に関する基本的な事項
・復興特別区域における特別措置　 等
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その後，13年１月の復興推進会議で集中

復興期間の事業規模を23.5兆円に見直し（当

初見込み比4.5兆円増加），さらに15年６月，

「平成28年度以降５年間を含む復興期間の

復旧・復興事業の規模と財源について」（閣

議決定）において，復興集中期間における

復興事業費を25.5兆円程度（13年見直し比２

兆円増加）になるとし， 復興期間10年間に

おける復興事業費は合計で32兆円程度と見

直した（第３表）。

なお，原発事故関連ではこれとは別に確

保すべき資金として21.5兆円（うち東京電力

が確保すべき資金は15.9兆円）が必要とされ

ている。

（2）　復興財源

13年見直し時点での集中復興期間におけ

る財源の手当ては，第２図のとおり，歳出削

減・税外収入（JT株式の売却，高速道路無料

化見直し等）による8.5兆円，復興増税（復興特

別所得税，復興特別法人税，個人住民税均等割

の引上げ等）10.5兆円，追加財源（日本郵政の

株式の売却収入：４兆円程度，決算剰余金等：

２兆円程度）６兆円による25兆円であった
（注2）
。

2　復興予算の概要

つぎに，復興予算について確認しておこ

う。

（1）　復興事業費

復興基本方針（11年７月29日）において

は，11年から15年の「集中復興期間」の事

業規模について，国・地方（公費分）合わせ

て少なくとも19兆円程度と見込み，10年間

の復旧・復興対策の規模については，少な

くとも23兆円程度と見込んでいた。

交付金の対象 主な事業内容

帰還環境整備

被災12市町村への早期帰還の促進，地
域の再生加速化
○生活拠点等の整備
　（復興拠点，災害公営住宅等の整備等）
○放射線への健康不安・健康管理対策等
　（個人線量の管理等）
○営農・商工業再開に向けた環境整備
　（農地・農業用施設，産業団地の整備等）

長期避難者生活
拠点形成

長期避難者向けの公営住宅整備とコミュ
ニティ支援
○ 長期避難者の生活拠点の形成及び関
連基盤整備等
（復興公営住宅の整備や道路等インフラ
整備等）
○復興公営住宅での生活支援
　（コミュニティ交流員の配置等）

福島定住等緊急
支援

子育て世帯が早期に帰還し安心して定住
できる環境整備等
○子どもの運動機会確保
（遊具の更新，地域の運動施設の整備等）
○ 基幹事業と一体となって効果を増大す
るソフト施策
　（プレイリーダーの養成等）

道路等側溝堆積物
撤去・処理支援

道路等側溝堆積物撤去・処理による通常
の維持管理活動の再開支援

原子力災害情報発
信等拠点施設整備

福島県が行う，原子力災害に係る経験と
教訓を後世に伝えるための情報発信拠点
（アーカイブ拠点）の整備等に対する支媛

出典　復興庁「福島再生加速化交付金の概要」

（1）対象区域
避難指示を受けた12市町村等（各事業に応じて対象地域を設
定）

（2）福島再生加速化交付金の主な事業内容

第2表　福島再生加速化交付金の概要

区分
集中復興
期間

（11～15年度）

復興・創生
期間

（16-～20年度）

①被災者支援（健康・生活支援）
②住宅再建・復興まちづくり
③ 原子力災害からの復興・再生
④産業・生業（なりわい）の再生
⑤その他（震災特交など）

2.1
10.0
1.6
4.1
7.8

0.4
3.4
0.5
0.4
1.7

合計 25.5 6.5
⇒ 復興期間計 32兆円程度

出典 　復興庁「第13回復興推進会議（平成27年6月24日）『平成28年度
以降5年間（復興・創生期間）の事業規模（見込）について』」

第3表　復興事業規模
（単位　兆円）
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（1）　東日本大震災農業生産対策交付金

11年５月２日に成立した11年度第１次補

正予算に基づき東日本大震災農業生産対策

交付金が創設された。

11年５月制定の同交付金実施要綱は，「農

業生産の復旧等のためには，共同利用施設

の復旧並びに営農用資機材及び農業用機械

の確保等が喫緊の課題である」とし，産地

競争力の強化，経営力の強化，再生可能エ

ネルギーの活用，の３分野に対応した取組

みに対して，同要綱に定める事業実施主体

による採択要件を満たした事業に対し，原

則として事業費の２分の１以内の定額を交

付することとした。

当初事業メニューは第４表のとおりであ

り，推進事業と生産関連施設の整備のため

15年見直しによる32兆円フレームにおい

ては，追加財源として，①財政投融資特別

会計財政融資資金勘定における15年度まで

の積立金の活用，同特別会計投資勘定から

の受入れなど国の保有する資産の有効活用

等による税外収入（決算剰余金を除く）0.8兆

円と，②一般会計からの繰入れ2.4兆円，合

計3.2兆円を確保するとしている
（注3）
。

（注 2） 復興増税のうち所得税は13年 1月 1日からの
25年間，税額に2.1%を上乗せする形で徴収。法
人税は12年 4月 1日以降から始まる事業年度から
の 3年間税額の10％を追加徴収することとされて
いたが， 2年間で前倒し廃止された。住民税は14

年度から10年間，年間1,000円引き上げられた。
（注 3） 15年度までに計上した復興財源については実
績等を踏まえると28.8兆円程度の収入となると見
込まれており，不足財源は3.2兆円とされていた。

3　農業復興のための施策

つぎに，復興の枠組みのなかで農業の復

興再生にかかる施策はどのように進められ

てきたかを農業者への補助施策を中心に整

理する。

1． 歳出削減，税外収入等 ：8.5兆円程度
・子ども手当の見直し
・公務員人件費の見直し
・JT株式の売却
・高速道路無料化見直し　等

2． 復興増税 ：10.5兆円程度
・復興特別所得税
（2.1％の付加税×25年）
・復興特別法人税 9.7兆円程度
（10％の付加税×3年）
・個人住民税
（均等割の引上げ等×10年） ：0.8兆円程度

3． 追加的な財源 ：6兆円程度
・日本郵政の株式の売却収入 ：4兆円程度
・決算剰余金等 ：2兆円程度
　　　　　　合　計 25兆円程度
資料 　復興庁「平成25年1月29日開催『復興推進会議』」資
料等から作成

第2図　 2013年見直し時点での集中復興期間に
おける財源の手当て

【産地競争力の強化の分野】
1． 推進事業
（1）リース方式による農業機械等の導入
（2）利用調整
（3）生産資材の導入等
（4）放射性物質の吸収抑制対策
（5）土壌分析等普及活動支援
2． 整備事業
（1）耕種作物小規模土地基盤整備
（2）飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備
（3）耕種作物共同利用施設整備
（4）畜産物共同利用施設整備
（5）乳業施設
（6）鳥獣被害防止施設
【経営力の強化の分野】
（意欲ある多様な経営体の育成・確保）
1． 推進事業
高生産性農業用機械施設の導入

2． 整備事業
経営構造対策関係施設等

（新規就農者の育成・確保）
1． 整備事業
研修教育基幹施設

【再生可能エネルギーの活用の分野】
1． 整備事業
（1）再生可能エネルギー供給施設
資料 　農林水産省「東日本大震災農業生産対策交付金実
施要綱」から作成

第4表　 2011年5月2日制定時の要綱別表による
事業メニュー（抜粋）
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の整備事業がある。同要綱は毎年度改正さ

れ，別表に記載される事業メニューも年度

ごとに改正されたものになっている。

要綱に定める事業実施主体および採択要

件は対象事業により異なるが，例えば事業

メニュー１および２の（1）から（4）までの

事業実施主体は，市町村，農業協同組合，

農業生産法人など15団体であり，採択要件

は，受益農家および事業参加者が原則とし

て５戸以上（知事特任３戸）であることなど

５項目がある。

予算額の推移をみると，11年度：341億

円，12年度：29億円，13年度：104億円，14

年度：75億円，15年度：51億円，16年度：

33億円，17年度：26億円となっている。

17年度までの実績は第３図のとおりであ

り，東北管内の17年12月時点の事業実績は，

整備事業で527件144億円，推進事業で1,106

件144億円，総計1,633件287億円となってい

る。このうち最も大きな額になっている事

業が「放射性物質の吸収抑制対策」の243

件：48.8億円であり，その主な支援内容は

「カリ質肥料などの吸収抑制効果が見込ま

れる資材の施用」などである。また，推進

事業のうち，「農業生産工程管理（GAP）の

導入」が35件：24.6億円となっており「リー

ス方式による農業機械等の導入」170件：

10.7億円や「農業用資機材の共同調達」287

件：19億円を上回っていることが注目され

る。

（2）　被災農家経営再開支援事業

同じく11年度第１次補正予算で農林水産

省は被災農家経営再開支援事業を創設した

（11年度予算額は72.8億円）。

被災した農地や畜舎で経営を再開するた

めには，ゴミや礫の除去，土づくりなど農

地等の生産力を回復させるための作業や，

畜舎や放牧地の整備等の作業を行い，営農

が可能な状態にしていく必要がある。

第3図　2016年度までの東日本大震災農業生産対策交付金の取組状況（東北管内）

出典　東北農政局「農業・農村の復興・再生に向けた取組と動き（平成30年1月）」

整備事業 推進事業
11～16年度
○リース方式による農業機械等の導入 170件，10.7億円
○肥料，農薬，ハウス資材等の農業用
　資機材の共同調達 287件，19.0億円
○放射性物質の吸収抑制対策 243件，48.8億円
○農業生産工程管理（GAP）の導入 35件，24.6億円
○自給飼料生産・調製再生支援 152件，17.5億円
○家畜改良体制再構築支援 52件，0.9億円
○その他 168件，22.1億円

11～16年度

17年12月25日現在　1,633件，約287億円
・整備事業 527件，約144億円
・推進事業 1,106件，約144億円
（四捨五入の関係で合計と合わない。）

○乾燥調製施設 208件，29.1億円
○集出荷貯蔵施設 62件，24.0億円
○生産技術高度化施設 25件，32.5億円
○農産物処理加工施設 15件，6.2億円
○穀類乾燥調製貯蔵施設 71件，6.0億円
○畜産物共同利用施設 47件，35.3億円
○その他 99件，10.6億円

注：12年度以降の取組状況は過年度からの
繰越分を含む

11年度　整備事業  224件，約18億円　推進事業  314件，約30億円
12年度　　 〃 　  192件，約56億円　　 〃 　  140件，約14億円
13年度　　 〃 　  43件，約23億円　　 〃 　  230件，約45億円
14年度　　 〃 　  31件，約14億円　　 〃 　  179件，約28億円
15年度　　 〃 　  27件，約24億円　　 〃 　  153件，約19億円
16年度　　 〃 　  10件，約9億円　　 〃 　  90件，約8億円
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農地復旧にかかる事業については，11年

度から14年度までに青森県，岩手県，宮城

県，福島県（避難区域等を除く）の被災農地

のうち約１万２千haにおいて本事業が実施

され（実施市町村数は第６表のとおり），15年

度までに約１万haの農地において作付可能

となった。また，避難区域および作付制限

区域については，11年度から12年度までに

約６千haにおいて本事業を実施，13年度か

らは後述の福島県営農再開支援事業により

営農再開に向けた取組みが実施されている。

（3）　東日本大震災復興交付金

先述の11年12月７日に成立した復興特区

法に基づき「東日本大震災復興交付金」（以

下「復興交付金」という）が創設された。こ

れにより被災した道県，市町村の財政負担

を緩和し，復興地域づくりに必要な事業を

展開していくことが可能となった
（注4）
。

復興交付金事業には，被災地方公共団体

の復興地域づくりに必要なハード事業を幅

広く一括化した基幹事業とこれと関連して

実施される効果促進事業等がある。

復興交付金事業の事業費については，本

来の国庫補助に加え基幹事業について地方

本事業は，経営再開の意思のある被災農

家が，地域において共同で行う復旧作業等

の取組みに対して地域農業復興組合または

牧野組合等を通じて助成（経営再開支援金）

を行い，農業者の所得確保と同時に地域農

業の再生と早期の経営再開を図ることを目

的としたものである。

経営再開支援金単価は第５表のとおりで

あり，例えば水田の復旧作業に対する支援

単価は10a当たり3.5万円である。農地等の

生産力を回復させるために必要な営農環境

整備や，農地再生を構成員（農業者）自身が

実施し，作付再開後は３年以上の営農継続

が必要である。また，畜産については，家

畜・家禽の飼養再開にかかる必要な作業を

構成員（畜産農家）が共同で実施し，再導入

された家畜，家
か

禽
きん

または生産された畜産物

の出荷後３年以上の営農継続が必要である。

営農の種類 支援単価
水田作物
露地野菜（花きを含む）
施設野菜（花きを含む）
果樹

3.5万円/10a
4.0万円/10a（7.0万円/10a）
5.0万円/10a（14.0万円/10a）
4.0万円/10a（9.0万円/10a）

（注） 　単価の（　）内は公共事業によらず，自力で施設の撤去等を行
う場合。

（1）水田作物・野菜・果樹
農作物の作付が困難となった農地のうち，共同で復旧作業
を行うものの面積に対して支援金を交付。

第5表　経営再開支援金単価

家畜の種類 支援単価 家畜の種類 支援単価

乳用牛 29,700円/頭 肉用牛
（育成経営） 

10,500円～
13,200円/頭

肉用牛
（繁殖経営） 182,200円/頭 豚（繁殖豚） 22,400円/頭

肉用牛
（肥育経営） 

21,700円～
59,000円/頭 鶏（採卵鶏） 12,000円/千羽

出典　農林水産省「被災農家経営再開支援事業の概要（平成23年5
月）」

（2）畜産
飼養再開に係る共同作業を行う場合に，家畜・家禽の頭羽
数当たりで支援金を交付。

11年 12 13 14 15

実施市町村数 28 26 19
（注）

13 8

うち新規取組
年度内に終了

28
5

3
4

－
6

－
－

－
－

復興組合数 96 72 46 30 15

出典 　東北農政局「被災農家経営再開支援事業について  実施状況」
（注） 　12年度までに本事業を実施した福島県南相馬市，川内村，広野

町については，13年度からは福島県営農再開支援事業を実施。

第6表　 農地復旧にかかる被災農家経営再開支援事業
実施市町村数等

（単位　市町村，組合）
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備等）」とＣ－４事業「被災地域農業復興総

合支援事業（農業用施設整備等）」が多く活

用された。

Ｃ－１事業は，農山漁村地域の復興に必

要な農地・農業用施設等の生産基盤，集落

排水施設等の集落基盤の総合的な整備，農

地・宅地の一体的整備等であり，事業実施

団体は都道府県，市町村，民間団体とされ

ている。

また，Ｃ－４事業は，農業復興を実現す

るため市町村が農業・加工用施設の整備等

を行い，被災農業者等へ貸与することで農

業復興を支援するものであり，補助の対象

となるものは，①生産・加工・流通・販売

に必要なハウス，水耕栽培施設，農業用水

施設，育苗施設，乾燥調製貯蔵施設，処理

加工施設，集出荷施設などの農業用施設，

②トラクター，田植機，コンバイン等の農

業用機械，である。事業実施主体は市町村，

貸与を受けることができる者は第８表のと

おりである。

復興交付金事業費配分額は，11年度第３

次補正予算から17年度予算までの合計で３

兆7,970億円（第９表，第10表），このうち宮

負担分の50％および効果促進事業の80％を

追加的に国庫補助し，なお生じる地方負担

は地方交付税の加算により手当て（その財

源は震災復興特別交付税で措置）するもので

あり，実質的に市町村の財政負担は生じな

い
（注5）
。

道県・市町村は復興交付金事業計画を作

成し復興庁に一括提出，復興庁からの交付

可能額通知を受けあらためて交付可能額の

範囲内で交付申請書を復興庁に提出し各省

の交付決定を経て復興庁から交付決定通知

が出されるという手続きになっている。な

お，復興交付金事業計画に記載する計画期

間は，11年度から20年度までの10年間のう

ちの一定期間である。

また，復興交付金は，被災地方公共団体

が，限られたマンパワーで膨大な復興事業

を執行することに鑑み，繰越手続きが不要

で状況に応じた機動的な事業執行が可能な

基金方式を採用，国は先々の年度において

必要な事業経費をあらかじめ配分し，被災

地方公共団体は基金に積み立てたうえで弾

力的に事業執行することができるようにな

っている。

基幹事業は復興交付金制度要綱別表１に

掲載された５省（文部科学，厚生労働，農林

水産，国土交通，環境）が定める40事業であ

り，このうち農林水産省が所管する事業は

９事業（事業番号Ｃ－１からＣ－９）である。

さらにこの９事業のうち農業復興関連事業

は４事業（第７表）あり，なかでもＣ－１事

業「農山漁村地域復興基盤総合整備事業

（集落排水等の集落基盤，農地等の生産基盤整

農林水産省

C-1 農山漁村地域復興基盤総合整備事業
（集落排水等の集落基盤，農地等の生産基盤整備等）

C-2 農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業
（被災した生産施設，生活環境施設，地域間交流拠点整備等）

C-3 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業
（麦・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等）

C-4 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）
出典　復興庁「東日本大震災復興交付金 基幹事業 概要」

第7表　 復興交付金基幹事業のうち農林水産省所管
農業復興関連事業
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は，40市町村で合計事業費2,018億円にのぼ

る事業が実施されたとされている。東北３

県のＣ－１，Ｃ－４事業復興交付金交付実

績の推移は第４図のとおりである。
（注 4） 復興特区法は，被災した11道県，222市町村
について復興交付金を活用した復興交付金事業
計画を作成できるとしており，事業計画を作成
できる対象地域は，「東日本大震災により，相当
数の住宅，公共施設その他の施設の滅失又は損
壊等の著しい被害を受けた地域」（復興特区法第
77条）である。

（注 5） ただし，16年度以降に計上された復興交付
金予算を財源として実施された効果促進事業に
ついては，地方負担の95％を震災復興特別交付
税で措置されることとなった。

4　福島県避難区域等における
　　農業復興のための施策　　

先にも述べたとおり，原発事故による原

子力災害は地震・津波被害とは被害状況等

が大きく異なること，とりわけ避難区域等

における復興については特別の対応が求め

られることから，避難区域等を対象とした

城県で２兆2,241億円，岩手県で9,948億円，

福島県で4,340億円となっている。なお，福

島県においては，後述のとおり避難区域等

を対象地域とした福島再生加速化交付金が

別に創設され，活用が図られている。

「東日本大震災復興交付金制度概要［平成

29年６月更新］」によれば，農地整備および

農業用施設等整備事業（Ｃ－１，Ｃ－４事業）

ａ 農業協同組合
ｂ 農業協同組合連合会
ｃ 農事組合法人
ｄ 農事組合法人以外の農業生産法人
ｅ 特定農業法人及び特定農業団体
ｆ 農用地利用改善団体
ｇ  農作業の受託及び共同化，その他農畜産物の生
産，加工，販売等を行う法人又は任意団体（集落営
農組織を含む。）

ｈ 第3セクター等
ｉ 認定農業者
ｊ 新規就農者
ｋ  その他事業実施主体が農業復興のために特に必
要と認める者

資料 　復興庁「東日本大震災復興交付金交付要綱（平成27年
8月26日）」別添4_被災地域農業復興総合支援事業

第8表　 C－4事業「被災地域農業復興総合支援
事業」で貸与を受けることができる者

国費 事業費
11年度第3次補正予算
12年度予算
13年度予算
13年度第1次補正予算
14年度予算
15年度予算
16年度予算（補正後）
17年度予算

15,612
2,868
5,918
611

3,638
3,173
930
525

19,307
3,584
7,397
763

4,547
3,931
1,165
655

合計 33,273 41,350

第9表　復興交付金予算額の内訳
（単位　億円）

国費 事業費
岩手県
宮城県
福島県
その他

8,009
17,916
3,449
1,044

9,948
22,241
4,340
1,441

合計 30,418 37,970
出典 　復興庁「東日本大震災復興交付金制度概要［平成29
年6月更新］」

（注） 　事業費はそれぞれ配分時，予算計上時点での金額。

（単位　億円）（参考）県毎の配分額の内訳

国費 事業費
第1回（12年3月2日）
第2回（12年5月25日）
第3回（12年8月24日）
第4回（12年11月30日）
第5回（13年3月8日）
第6回（13年6月25日）
第7回（13年11月29日）
第8回（14年3月7日）
第9回（14年6月24日）
第10回（14年11月25日）
第11回（15年2月27日）
第12回（15年6月25日）
第13回（15年12月1日）
第14回（16年2月29日）
第15回（16年6月24日）
第16回（16年12月1日）
第17回（17年2月28日）
第18回（17年6月23日）

2,510
2,612
1,435
7,148
1,997
527

1,832
2,142
542

3,365
1,538
544

1,345
1,187
172
779
688
55

3,055
3,165
1,806
8,803
2,538
632

2,338
2,616
702

4,242
2,037
735

1,667
1,487
210
991
873
74

合計 30,418 37,970
出典 　第9表に同じ

第10表　復興交付金各回の配分額
（単位　億円）
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農業復興施策が別途設けられた。

（1）　福島県営農再開支援事業

まず，12年度補正予算（13年２月26日成立）

により創設されたのが，「福島県営農再開支

援事業」である。

原発事故の影響により，11年度以降に牧

草を含む農産物生産の中止を余儀なくされ

た避難区域や作付制限区域等の地域におい

て，当該地域の営農再開等を円滑に推進す

ること等を目的とし，原発事故の影響によ

り，11年度以降に農産物生産の中止を余儀

なくされた農地のうち，20年度末までに農

地面積の６割で営農再開を図ることを目標

とした
（注6）
。

12年度補正予算で232億円が措置され，福

島県に基金（福島県営農再開支援基金232億

円）を設置し，避難区域等における円滑な

営農再開に資する支援事業を実施する。

事業の概要は第５図のとおり，避難区域

等において第１段階では除染後農地の保全

管理等，第２段階で営農再開に向けた作付

実証や避難からすぐに帰還しない農家の農

地の管理耕作等，第３段階で新たな農業へ

の転換に必要な機械・施設のリース導入等，

を支援し，同時に県内全域を対象にカリ質

肥料の施用等の放射性物質吸収抑制対策の

実施を支援するものである。

福島県営農再開支援事業で16年度までに

実施した事業にかかる事業費の累計は第11

表のとおり121億円であり，補助額の累計

は118億円である。この結果，県の福島県営

農再開支援基金残高は16年度末時点で114

億円となった
（注7）
。

主な事業の内容をみると，「放射性物質の

吸収抑制対策」の65.4億円に次いで「除染

後農地の保全管理」が34.4億円となってい

る。「除染後農地の保全管理」は，避難指示

解除後（旧緊急時避難準備区域は区域解除後）

３事業年度（避難指示が解除された年度に事

業を実施する必要がない場合は，当該年度を

除く３事業年度）を限度とした除草等の農

地保全管理に対する支援として，補助単価

の上限を単年度当たり35,000円／10aとし，

取組みを行う農地の面積に補助単価の上限

を乗じた額と，実際に要した経費の額のい

ずれか低い方の額を補助するものである。
（注 6） 福島県内で11年12月末時点で営農を休止し

（億円） C-1農山漁村地域復興基盤総合整備事業

第4図　東北3県の復興交付金の県別年次別交付額の推移（2011～16年度）
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ていた農地は17,659haあり，このうち16年度ま
でに営農再開した面積は4,147haである。本誌掲
載の別稿（行友論文・第 1表）を参照。

（注 7） 18年度予算概算要求で142億円の追加措置お
よび期限の延長を要求している。

（2）　福島再生加速化交付金帰還環境

整備事業

先にみたとおり，13年度補正予算および

14年度予算から「福島再生加速化交付金」

が新設され
（注8）
，新たに追加する事業として帰

還環境整備事業を設け，営農再開等に向け

た環境整備（農地・農業用施設の整備）等が

位置づけられた。

帰還環境整備事業は，原発事故に伴う避

難指示等に伴い住民が避難したこと等によ

り復興・再生に遅れが生じている地域に対

して，それぞれの地域の復興・再生のため

の事業をそれぞれの地域が自主的・主体的

に実施することを支援することにより，避

難住民の早期帰還を促進し，地域の再生を

加速化させることを目的とするものであり，

基幹事業として６分野48事業が示されてい

第5図　福島県営農再開支援事業の概要

福島県内
避難区域等

（目的）福島県において生産の断念を余儀なくされた農地のうち，20年度末までに
農地面積の6割の営農再開を図る。

○除染後農地等の保全管理
（除染後から営農再開までの農地等における除草等の保全管理に対する支援）
○鳥獣被害防止緊急対策
（一斉捕獲活動の実施や大規模な侵入防止柵等の設置に対する支援）
○放れ畜対策
（放れ畜捕獲のための柵の整備等に対する支援）

○新たな農業への転換
（経営の大規模化や施設園芸への転換等のために必要な機械・施設のリース
導入等に対する支援）

○営農再開に向けた作付実証
（基準値を下回る農作物生産の確認等のための作付実証に対する支援）
○避難からすぐに帰還しない農家の農地を管理耕作する者への支援
（直ちに帰還しない農業者等の農地を受託し，一時的に行う管理耕作に対する支援）
○収穫後の汚染防止対策
（収穫後の農産物の農機具等を通じた再汚染の防止対策に対する支援）
○水稲の作付再開支援
（水稲の作付再開に必要な代かき等に対する支援）

福島県産農産物
の信頼回復を図
るため，カリ質肥
料の施用等の吸
収抑制対策の実
施を支援

※その他特認事業
を措置

放射性物質
の吸収抑制
対策

避
難
区
域
等
の
営
農
再
開
を
後
押
し

第
１
段
階

第3
段階

第

段
階

出典　農林水産省「福島県営農再開支援事業の概要」（平成28年度）から筆者加筆

事業費 補助金
除染後農地の保全管理 3,449 3,446
鳥獣被害防止緊急対策 417 414

放れ畜対策 2 2

営農再開に向けた作付実証 190 183

避難からすぐに帰還しない農家の
農地を管理耕作する者への支援 438 422

放射性物質の交差汚染防止対策 8 8

新たな農業への転換支援 118 58

水稲の作付再開支援 283 281

放射性物質の吸収抑制対策 6,548 6,376
特認事業 656 633

計 12,109 11,824
資料 　農林水産省「福島県営農再開支援事業 平成28年度
事業実績報告書」から作成

第11表　 福島県営農再開支援事業の事業費
総括表（2012～16年度累計）

（単位　百万円）
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る。

48事業のうち基幹事業番号40から45まで

の６事業が農林水産業再開のための帰還環

境整備事業であり，このうち５事業は復興

交付金事業の基幹事業と同内容である（第

12表）。また，帰還環境整備事業の計画期間

は，原則13年度から20年度までであるが，

事業ごとの性質に鑑み，内閣総理大臣が特

に必要があると認める場合には，個別に定

めることができることとなっている。

制度の枠組みは復興交付金と同様であり，

事業実施主体は県・市町村等である。

帰還環境整備事業にかかる交付金配分状

況は第13表のとおり，事業費累計で2,058億

円となっており，このうち，農林水産省の

基幹事業にかかる交付額は第14表のとおり

522億円である。また，事業別には農山村地

域復興基盤総合整備事業が約300億円と最

も多く活用されており，次いで被災地域農

業復興総合支援事業が約100億円となって

いる（第６図）。

（注 8） この交付金の予算額は，13年度補正予算：
512億円，14年度予算：1,088億円，15年度予算：
1,056億円，16年度予算：1,012億円，17年度予算：
807億円となっている。

（3）　原子力被災12市町村農業者支援事業

16年度第２次補正予算（16年10月11日成立）

において，原子力被災12市町村農業者支援

事業が創設された（予算額は69.5億円）。

原発事故の影響により，避難区域や作付

制限区域等が設定された福島県の12市町村

基幹
事業
番号

事業名
相当する
復興交付金
事業番号

40
農山村地域復興基盤総合整備事
業 c－1

41
農山漁村活性化プロジェクト支援
（福島復興対策）事業 c－2

42 農業基盤整備促進事業

43
被災地域農業復興総合支援事業
（農業用施設整備等） c－4

44
農林水産関係試験研究機関緊急
整備事業 c－8

45
木質バイオマス施設等緊急整備
事業 c－9

資料　筆者作成

第12表　 農林水産業再開のための帰還環境
整備事業

国費 事業費
第1回（14年4月1日）
第2回（14年6月17日）
第3回（14年9月12日）
第4回（14年11月28日）
第5回（15年2月18日）
第6回（15年4月1日）
第7回（15年4月10日）
第8回（15年7月7日）
第9回（15年8月11日）
第10回（15年10月16日）
第11回（16年1月19日）
第12回（16年4月1日）
第13回（16年6月24日）
第14回（16年9月27日）
第15回（16年12月20日）
第16回（17年3月31日）
第17回（17年6月26日）
第18回（17年9月27日）
第19回（17年12月13日）

546
8,091
2,066
355
69
34

16,835
4,035
1,447
4,326
980

25,590
3,862

10,073
16,546
35,343
3,175

17,328
10,483

546
9,734
2,470
430
101

2,031
19,921
4,993
1,821
5,125
1,164

32,622
4,703

12,814
21,312
45,581
4,080

22,525
13,866

合計 161,184 205,839
資料 　復興庁ホームページ「福島再生加速化交付金（帰還環

境整備）」を基に作成
（注） 　第8回以降「再生加速化」から「帰還環境整備」に名称

を変更。

第13表　 福島再生加速化交付金
（帰還環境整備事業）配分状況

（単位　百万円）

区分 全体額
単年度 基金型

14年度
15
16
17

15.6 
54.6 
211.5 
240.4 

15.6 
34.4 
35.6 
33.4 

-
20.2 
175.9 
207.0 

（出典元資料：18年1月10日現在 東北農政局集計）
出典　第3図に同じ

第14表　 農林水産省の基幹事業にかかる
福島再生加速化交付金の交付額

（単位　億円）【年次別交付額】
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（田村市，南相馬市，川俣町，広野町，楢葉町，

富岡町，川内村，大熊町，双葉町，浪江町，葛

尾村および飯舘村。以下「原子力被災12市町

村」という）において，営農再開等を行う場

合に必要となる農業用機械，施設，家畜等

の導入の取組みに必要な経費を福島県が事

業実施主体（農業者，集落営農組織，農業法

人等）に助成し，営農再開を促進すること

を目的とし，原発事故の影響により原子力

被災12市町村において11年度以降に農産物

生産の中止等を余儀なくされた農地のうち，

20年度末までに６割の営農再開を図ること

を目標とするものである。

事業の概要は〈参考〉に示すとおりであ

り，県が基金を造成し，必要な経費を基金

から事業実施主体に助成する。補助対象経

費の上限が1,000万円（市町村特認で3,000万

円）に限られるものではあるが，対象農業

者を広げたこと，農業用機械の導入，農業

施設の整備に直接助成すること等が他の交

付金事業と異なるところである。

（4）　避難農業者経営再開支援事業

原子力被災12市町村農業者支援事業で

は，避難指示解除地区へ帰還する農業者が

対象となっているが，福島県は県単独事業

として，避難先で農業を再開する者のため

に，17年度に避難農業者経営再開支援事業

を創設した（要綱17年５月19日制定，予算額

は7,395万円）。

原子力被災12市町村から避難を余儀なく

された農業者（以下「避難農業者」という）

の生活再建を図るため，避難農業者のうち，

原子力被災12市町村外で農業経営を再開す

る者が行う取組み等に要する経費等につい

て予算の範囲内において避難農業者経営再

開支援事業補助金を原子力被災12市町村に

対し交付するものである。

補助対象事業は原子力被災12市町村農業

者支援事業とほぼ同じであるが，補助率は

補助対象経費の３分の１以内（ただし，帰還

困難区域等のすぐに帰還できない区域の農地

台帳に登録されているか住民票を有している

者で，将来的に原子力被災12市町村で再開す

る意思があることが確認された者の補助率は

４分の３以内）である。

この事業によって，避難先での営農再開

にも一定の支援が可能になったと評価でき

よう。

5　若干の考察

東日本大震災からの農業復興にかかる諸

制度は，それぞれの目的に応じその役割を

果たしていると評価されるが，最後に若干

（億円）

第6図　農林水産省の基幹事業にかかる福島再生
加速化交付金の交付額（事業別）
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の考察を試みることとしたい。

（1）　市町村中心主義への制約

最初にみたとおり，復興構想７原則や復

興基本方針では，復興における市町村中心

主義が掲げられた。復興交付金事業や福島

再生加速化交付金帰還環境整備事業は，県・

市町村が事業計画を作成し担当各省の交付

決定を受け，実施する枠組みであり，地域

の現状を踏まえた事業計画を当該市町村が

立案できる仕組みとなっている。しかし，

地域が望むこと，被災者の希望をそのまま

自由に設計できるかというと，そうではな

い。

復興交付金の基幹事業は担当５省が定め

る40事業に限定されているうえ，各省が制

〈参考〉原子力被災12市町村農業者支援事業の概要

【趣旨・事業内容等】
原子力被災12市町村において，営農再開等を行う場合に必要となる農業用機械，施設，家畜等の導入の取組に必
要な経費を福島県が事業実施主体に助成し，営農再開を図る。
【事業実施主体】
被災12市町村において，営農再開や規模拡大，新規作物の導入等を行う農業者等（農業者，集落営農組織，農業法
人等）。ただし，専ら自給のために営農を行う農業者は対象とならない。
【補助率等】
補助率は４分の３以内。なお，果樹の新植・改植，家畜の導入には補助金額の上限がある。
（例１）りんごわい化栽培等への改植：50万円／10a
（例２）肉専用繁殖雌牛（繁殖に供する雌牛）：26.25万円／頭

【事業実施期間】
21年３月31日（個別事業の実施は単年度ごとに完了）まで

【補助対象経費の上限額】
補助対象となる経費の上限は原則として1,000万円（補助金額の例：1,000万円×3/4＝750万円）。ただし，市町村が特
に認める場合の上限額は3,000万円。
【対象経費】
１　農業用機械等の導入
農産物の生産，流通，販売に必要な機械の導入に要する経費。
（1）耕耘・破砕，（2）施肥，（3）播種，（4）移植，（5）栽培管理，（6）防除，（7）収穫，
（8）調製・出荷用機械等

２　施設の整備等
農産物の生産に必要な施設の整備に要する経費。
（1）パイプハウス，果樹棚，（2）家畜飼養管理施設，（3）家畜排泄物処理施設，（4）自給飼料関連施設

３　施設の撤去
４　果樹の新植・改植，花き等の種苗等の導入
５　家畜の導入
次の（1）から（3）の家畜の導入に必要な経費。　
 （1）肉専用繁殖雌牛，（2）搾乳用雌牛，（3）豚

【補助対象とならない経費】
業者見積もりが無いなど経費の根拠が不明なもの
農業用機械，施設等のリース料　等

資料　福島県「原子力被災12市町村農業者支援事業概要」を基に作成
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定する要綱で事業の詳細が定められており，

自治体はそれに沿った形での計画を作成す

ることになる。福島再生加速化交付金帰還

環境整備事業の６分野48事業においても同

様である。国庫予算に制約があるなかで公

平性の確保が求められることに異論はない

が，要綱が詳細かつ精密である結果，地域

における工夫や弾力的な対応が難しくなっ

たのではないかとの懸念が残る。

（2）　政策が求める姿と被災地の思いとの

ギャップ

例えば，各制度の農業者への補助施策に

おける事業利用対象者についてみると，東

日本大震災農業生産対策交付金では受益農

家および事業参加者が原則として５戸以上

（知事特認３戸）という共同要件があり，復

興交付金や福島再生加速化交付金の被災地

域農業復興総合支援事業（農業用施設整備

等）で貸与を受けることができる者も要綱

で農業法人や認定農業者等と定められ，認

定農業者以外の個人の農業者は原則として

対象にはならない。また，原子力被災12市

町村農業者支援事業においては認定農業者

以外も対象になるが，専ら自給のために営

農を行う農業者は対象とならない。公益性

が認められるもの以外は私有財産の維持形

成につながるものに公的支援はしないとい

う国の基本姿勢を踏まえたものとみられる

が，このような制約が多様な構成員によっ

て成り立っていた農村コミュニティの再生

にとってマイナスになることはなかっただ

ろうか。

そのような観点から注目されるのは，飯

舘村が17年度に創設した「農による生きが

い再生支援事業」である。この事業は，「簡

易パイプハウス，小農具，生産資材等」の

導入について50万円を上限（補助対象費上

限100万円×補助率50％）として支援するも

のである。村内での「生きがい農業」の取

組みであり，国・県補助の対象となってい

ないことが条件となっている。村が一般財

源と寄付金・義捐金等を原資として設置し

た「までいの村陽はまた昇る基金」による

補助事業であり，この事業によって村に帰

還する自給的農家（多くは高齢者）の生きが

い農業の支援が可能となった
（注9）
。このよう

な，地域の実情に応じてきめ細かい対応を

とることを可能とする仕組みを，国の制度

としても設計する（自治体の裁量範囲を広く

認めること等によって）ことができたのでは

ないかと思われる。
（注 9） 本誌掲載の別稿（行友論文）を参照。

おわりに

仙台市内を車で走っても，震災の名残は

ほとんどみられなくなった。一方で大津波

により壊滅的な被害を受けた地域において

は現在も大規模な復興整備工事が続けられ

ており，原発事故被災地域においては，避

難指示が解除されない地域，避難指示が解

除されても住民の帰還が進まない地域があ

り，除染廃棄物の仮置き場なども随所にみ

られる。これらの地域においては，復興期

間中（20年度まで）に，復興を成就すること
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は難しい。

農業の復興においては，本稿でみたとお

り，様々な施策が用意され実行されている。

ハードの整備は着実に進むとみられるが，

今後の課題は整備された農地等をいかに健

全に利用し次の世代に引き継いでいくかと

いうことだろう。

復興期間が終了したとしても，公的な支

援策の継続は欠かせない。農業・農村の再

生復興への道程はまだ長いのである。
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